
入  札  公  告

　次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年1月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立研究開発法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業・食品産業技術総合研究機構

                                                  本部管理本部 観音台第３管理部長　髙橋　秋彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（押 印 省 略）

１  競争に付す事項

  (1)件名 及び 数量    乗用耕うん機　1式

　(2)仕様 ・ 規格等    入札説明書による。

　(3)納　入　期　限    令和6年3月29日

  (4)納　入　場　所　　入札説明書による。

２  競争参加資格

　(1) 契約事務実施規則（以下「実施規則」という。）第８条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
　　被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合
　　に該当する。
　(2) 実施規則第９条の規定に該当しない者であること。
　(3) 令和４・５・６年度の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。)の
　　競争参加資格における「物品の販売」において「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされて
　　いる者であること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者
　　及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始
　　の決定後、別に定める手続きに基づく競争参加資格の再申請を行うこと。）。なお、全省庁統一資格において、
　　当該資格を有する者は、同資格を有する者とみなす。
　(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをされている者及び民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをさ
　　れている者(上記２(3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
　(5) 農研機構における物品の製造・販売及び役務等契約に係る指名停止等に関する措置細則又は農林水産本省物品
　　の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこ
　　と。
　(6) 農研機構が提示する仕様等の情報提供依頼に対して、必要な内容を書面により回答することが出来る者である
　　こと。
　(7) 公的研究費の不正使用等防止に係る「誓約書」を提出した者であること。

３  入札手続等

　(1) 入札説明書の交付期限及び場所

　　交付期限

　　　令和6年2月5日(月)まで
　　　　※土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前９時から午後４時までとする。
　　交付場所
　　　以下において交付又は電子メールでの送付を行う。
　　　〒305-8604　茨城県つくば市観音台３－１－３
　　　農研機構本部管理本部 観音台第３管理部　会計課会計チーム（契約担当）
      電話 029-838-8172　ﾌｧｸｼﾐﾘ 029-838-8166　メール naro3-nyusatsu@ml.affrc.go.jp
　(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限、場所及び方法
　　　令和6年2月6日(火)午後4時まで（必着）
　　　(1)に持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。)にて提出すること。
　(3) 入札説明会の日時及び場所
　　　本件についての入札説明会は開催しないが、入札説明書の交付時に必要に応じ説明を行う。

　(4)郵送等による場合の入札書の受領期限及び場所

　　　令和6年2月14日(水)午後4時まで（必着）
  　  上記３(1)に郵送（書留又は簡易書留）で提出すること。
　(5) 入札執行の日時及び場所
　　　令和6年2月15日(木)午後2時00分　〒305-8604　茨城県つくば市観音台３－１－３
　　　農業環境研究部門　研究本館1階　会議室　153室

４  その他
　(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。

　(2) 入札保証金及び契約保証金　免除。



　(3) 入札の方法

　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額当該金額に

　　１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札

　　者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の
　　１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札の無効

　　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札、求めら
　　れる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否

　　要。

(6) 落札者の決定方法

　　実施規則第３１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行っ
　　た者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合
　　した履行がなされない恐れがあると認められる時、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
　　こととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札
　　した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(7) 競争参加資格を有していない者の参加
　　上記 2(3)に掲げる競争参加資格を有していない者も上記 3(2)により申請書及び資料を提出することが出来るが、
　　競争に参加するためには、開札の時において、当該有資格者であり、なおかつ競争参加資格の確認を受けていな
　　ければならない。
(8) 手続きにおける交渉の有無　無。

(9) 詳細は入札説明書による。

お知らせ
　国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（ 平成２５年１２月２４日閣議決定）
において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引
等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
　これに基づき、以下のとおり、農研機構との関係に係る情報を農研機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報
の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいた
します。　
　なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。応札
若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表さ
せていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
（１）公表の対象となる契約先
　次のいずれにも該当する契約先
　　①  農研機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当
　　　職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること。
　　②  農研機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること
　　※  予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
（２）公表する情報
　　上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次
　に掲げる情報を公表します。
　　①  農研機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（農研機構ＯＢ）の人数、職名及び農研機構における最終職名
　　②  農研機構との間の取引高
　　③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
　　　３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上
　　④  一者応札又は一者応募である場合はその旨
（３）当方に提供していただく情報
　　①  契約締結日時点で在職している農研機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び農研機構における最終職名等）
　　②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び農研機構との間の取引高
（４）公表日
　　契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（ 4 月に締結した契約については原則として 93 日以内）



売 買 契 約 書 
 

 

１ 件名及び数量    乗用耕うん機 １式  

２  仕様・規格等        別紙内訳書のとおり 

３ 契 約 金 額        金          円 

          （うち消費税及び地方消費税額  金         円） 

４ 納 入 期 限          令和６年３月２９日 

５  納 入 場 所          別紙仕様書のとおり 

６  検 査 場 所          国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

          観音台第３管理部会計課会計チーム 

７  契 約 保 証 金          免  除 

 

 

  上記件名（以下「物件」という。）について、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研

究機構（以下「発注者」という。）と、   （以下「受注者」という。）との間に、上記各

項及び次の契約条項により売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

 

 上記契約締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

              発注者  茨城県つくば市観音台３－１－３ 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

 

本部管理本部観音台第３管理部長 髙橋 秋彦 

 

 

              受注者    
            
                    
 
                    
 
 
 
 
 



契 約 条 項 

 

第１条 受注者は、頭書の仕様・規格に基づき、納入期日内に物件を発注者に引き渡すものと

する。 

２ 仕様・規格に明示されていないものについて疑義が生じたときは発注者と受注者とが協議

して決定する。ただし、軽微なものについては、発注者の解釈及び指示に従うものとする。 

第２条 受注者は、期日内に物件を引き渡すことができないときは、あらかじめ発注者に対し

遅滞の理由及び引き渡し見込日時を明らかにした書面を提出して、期間延長の承認を求めな

ければならない。 

第３条 発注者は、受注者が期日内に物件の引き渡しを完了しないときは、前条の承認にかか

わらず、受注者に対し、遅滞金を請求することができる。ただし、その遅滞が天災地変等や

むをえない理由によるときはこの限りでない。 

２ 前項の遅滞金は、納入期日の翌日から納入の日までの遅滞日数１日につき未納部分に対す

る契約金額の年３％に相当する額とする。ただし、未納部分に対して、金額の算定が困難な

ものについては、契約金額の年３％に相当する額とする。 

３ 第１項による遅滞金の請求は、第１２条及び第１４条による違約金の請求を妨げない。 

第４条 受注者は、物件を納入するときは、その旨を発注者に通知し、発注者の命じた検査の

ための職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。 

第５条 検査職員は前条の通知を受けた日から１０日以内に当該物件について検査を行うもの

とする。また、受注者は検査職員の指示に従って物件の検査に必要な作業を行わなければな

らない。ただし、受注者が立ち会わない場合は、受注者欠席のまま単独で検査をすることが

できる。 

２ 検査職員は、当該物件の全部又は一部について不当な箇所を発見したときは、受注者に対

し適当な日時を定めて他の良好な物件と取り替え又は修補を請求することができる。この場

合、受注者は直ちに不合格となった物件を引き取り、他の良好な物件を納入し又は不当箇所

の修補を行わなければならない。この場合において、履行遅滞が生じたときは、受注者はそ

の責めを免れることができないものとする。 

３ 物件の検査に要する費用は、すべて受注者の負担とする。 

第５条の２ 発注者は、第５条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、

使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認める

ことができる。 
第６条 契約物品の所有権は、第５条の規定による検査に合格し、発注者が当該物品を受

領したとき又は前条の規定により発注者が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは

第５条第２項の規定により減額請求した場合において、発注者が当該物品の納入を認め、

引き渡しを完了した日に、当該物件の所有権は発注者に移転するものとする。 

２ 前項の規定により契約物品の所有権が発注者に移転したときに、発注者は受注者の責

めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする 

３ 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移

転とともに発注者に帰属するものとする。 

第７条 前条に定める所有権等移転の時以前に当該物件について生じた損害は、発注者の故意

又は重大な過失による場合のほか、すべて受注者の負担とする。 

  （契約不適合責任） 

第８条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない（以

下「契約不適合」という。）場合は、発注者は、自らの選択により、受注者に対し本契

約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完（以下単に「履行

の追完」という。）を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負

担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を

することができる。 

２ 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をす



ることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をし

ないでその時期を経過したとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込

みがないことが明らかであるとき。 

３ 発注者が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使

用できなかったときは、発注者は、当該履行の追完期間に応じて第３条第２項の規定に

準じて計算した金額を受注者に対し請求することができる。 

４ 発注者は、第１項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は受注者が第１項に規

定する発注者の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合にお

いて、受注者は発注者に対し、第１４条第１項の規定による違約金を支払うものとする。

ただし、発注者は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これに

より受けた利益を返還しないものとする。 

５ 発注者は、第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、

受注者に対してその賠償を請求することができる。ただし、第１４条第１項の規定によ

る違約金が生じたときは、同条第４項の規定を適用するものとする。 

６ 発注者は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後

１年以内に受注者に対して通知するものとする。 

７ 第１項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、

この契約の各条項を準用する。 

８ 第１項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の

規定を準用する。  

９ 履行の追完に必要な一切の費用は、受注者の負担とする。 

第９条 受注者は、物件の引き渡しを完了したときは、発注者の定める手続きに従って契約代

金の支払を請求するものとする。 

第１０条  発注者は、受注者が適法な支払請求書を提出した日から同日の属する月の翌月の末

日まで（以下「約定期間」という。）に契約金額を受注者に支払わなければならない。ただ

し、受理した受注者の支払請求書が不適正のため、受注者に返送した場合には、発注者が返

送した日から受注者の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入

しない。 

第１１条  受注者は、発注者が約定期間内に代金を支払わない場合、発注者に対し遅延利息を

請求することができる。 

２ 前項の遅延利息は、遅延日数１日につき年２．５％の割合で計算した額とする。ただし、

遅延利息の額が１００円未満であるときは、発注者は前項の規定にかかわらず遅延利息を支

払うことを要しない。また１００円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとす

る。 

３ 前２項の場合において、支払遅延が天災地変等やむをえない理由によるときは、当該理由

の継続する期間はこれを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。 

第１２条  発注者は、次の各号、第２項又は第３項の一に該当する場合は、この契約の全部又

は一部を解除することができる。この場合において、受注者が損害をこうむることがあって

も、発注者は、その責を負わない。なお、第２項又は第３項に該当する場合、発注者はこの

契約の全部又は一部を解除するにあたり何ら催告を要しないものとする。 

（１） 天災その他、受注者の責に帰することのできない理由により、受注者が解約を申し出

て発注者が承認した場合 

（２） 受注者がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると認められる場合 

（３） 受注者が正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず又は履行する見込がないと認め

られる場合 

（４） 受注者が破産の宣告を受けた場合又はそのおそれがあると認められる場合 



（５） この契約の履行にあたり、受注者又は受注者の使用者に不正の行為があった場合 

（６） 第５条に定める検査職員の検査を、受注者若しくはその代理人又は受注者の使用人等

が妨げた場合 

（７） 前各号に掲げる理由以外の理由により、受注者が解約を申し出た場合 

２ 受注者（受注者が共同経営者であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（受注者が個人である場合にはその者、

受注者が法人である場合にはその役員又はその支店及び事務所の代表者、受注者が団体で

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）であると認められるとき。 

（２）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしていると

認められるとき。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

（６）資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が（１）から（５）までの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（７）受注者が、（１）から（５）までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（（６）に該当する場合を除く。）に、発注者が受注

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

３ 受注者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて経理責任者等の業務を妨害する行為 

（５）その他全各号に準ずる行為 

４ 発注者は、第１項第１号に定める理由により、この契約を解除する場合は、受注者に対し

違約金を請求しないものとする。 

５  発注者が、第１項第２号から第７号、第２項又は第３項までに掲げる理由により、この契

約を解除する場合、受注者は違約金として、予定総額（支払総額が確定していない場合には

契約金額に予定数量を乗じて算出した金額）の１００分の１０に相当する額を発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。 

６ 前項に定める違約金の請求は、第３条による遅滞金の請求及び第１４条による違約金の請

求を妨げない。 

第１３条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの催告

を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１） 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第

７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の

規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同

法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の

通知を行ったとき。 

（２） 受注者又は受注者の代理人（受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その

役員又は使用人を含む。）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第



１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による

刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合

には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 

第１３条の２ 発注者は、第１２条又は第１３条に定める場合のほか、発注者の都合により必

要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、発注者は受

注者に対して契約の解除前に発生した受注者の損害を賠償するものとする。 

第１４条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条に

より契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に

相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第

８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２） 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第

１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金

納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の４第

７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったと

き。 

（４） 受注者又は受注者の代理人（受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その

役員又は使用人を含む。）に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法

第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、

前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当

する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項

の規定の適用があるとき。 

（２） 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人（受

注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為

の首謀者であることが明らかになったとき。 

（３） 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書

を提出しているとき。 

３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項による違約金の請求は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の

額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨

げない。 

５ 第１項及び第２項による違約金の請求は、第３条による遅滞金の請求及び第１２条に

よる違約金の請求を妨げない。 

第１５条  受注者は、発注者の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利及び義

務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。 

第１６条  この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金及び違約金等があるときは、

発注者は、その選択により、受注者に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収する。 
第１７条 受注者は発注者に通知した住所又は営業所所在地（以下「住所等」という。）をも

って、発注者からの書類を受領する場所とする。 
２ 受注者は、その住所等の変更があった場合には、速やかに発注者に対してこれを通知する。 
３ 以下のいずれかの場合は、発注者が受注者の届出済みの住所等に送付すれば、当該書類は

通常到達すべきであった時に受注者に送達があったものとみなす。 
（１）受注者が前項の通知を怠った場合 
（２）受注者が所在不明となった場合 
（３）受注者が発注者からの書類の受領を拒絶した場合 
（４）その他発注者が受注者に対して通常の方法により意思表示を通知することができない場



合 
（経済情勢等による変更） 

第１８条 契約期間中に経済情勢の激変その他異常な事態の発生により、契約額が著しく不適

当であると認められるときは、甲乙協議のうえこれを変更することができる。 

第１９条  発注者及び受注者は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の

履行について発注者と受注者との間に紛争が生じたとき、及びこの契約に規定のない事項に

ついては、発注者と受注者とが協議して決定する。 
第２０条 本契約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟その他の裁判手続による解決が必要と

なった場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所として合意する。 



１．品　　　名 乗用耕うん機

[構成内訳]

 本体 1式

２．納品期限 令和6年3月29日

３．納入場所 中央技術支援センター　つくば第１業務科

（茨城県つくば市観音台2-1-18）

４．搬入設置に係る諸条件

　・設置場所で使用可能な電源　　　　　　　     不要

  ・電源工事の要否　　 不要

　・クレーン搬入の要否 不要

　・搬入経路、設置場所の確認済

　・搬入設置費 落札者負担

５．規格・数量等　 以下のとおり

（参考）上記仕様を満たすと想定される物品名・規格（同等品もしくはそれ以上の性能を有すること）

６．検査場所 観音台第３管理部会計課会計チーム

（茨城県つくば市観音台3-1-3）

７．担当者 農業環境研究部門　土壌環境管理研究領域　土壌資源・管理グループ 江波戸宗大

3）障害時の連絡体制として、対応者への連絡が電話、ＦＡＸ、携帯電話、電子メールのいずれかの方法で確保できること。

7）その他疑義が生じた際は担当職員と協議のうえ承認を得ること。

仕様書

機種名・規格・数量

品名・規格・数量

(7)溝掘機は簡易ウェイト用フレームを有すること。

(4)乗用耕うん機のエンジン出力が9.3PS以下であること。

(5)乗用耕うん機の操舵が丸ハンドルで、走行方式がFDSであること。

6）提供されている装置に関するマニュアルを提供すること。

(1)120cmロータリを装着した状態の乗用耕うん機の外寸法が全長×全幅×全高が2,460mm×1,340mm×1,760mm以下であること。

(3)乗用耕うん機の走行部が三角クローラであること。

(6)ヒッチを加工して、溝掘機を取り付けられること。

(2)120cmロータリを装着した状態の乗用耕うん機の重量が527kg以下であること。

4）技術的相談窓口あるいは装置の障害発生等に対して技術者を設置場所へ速やかに派遣できるサポート体制が国内に整えられている
こと。

5）引き渡しから１年以内の製造者側に起因する故障については、受注者において無償で修理・交換等の対応をすること。

・ヤンマー
品名：アグリカ　クローラ　型番：AC-10V, W12A
付属品：ロータリ 1基　型番：AR120、フロントウエイト20kg 3個　型番：1TS100-01001
数量：1式
・美善
品名：ミゾホール　KM-26 (ウェイト台付)
付属品：アグリカに装着できるように加工したヒッチ
数量：1式

2）使用者に対して機器の取扱説明を十分に行うこと。

1）納入に際して、あらかじめ納入場所の担当職員と搬入経路等を打合せの上、実施すること。
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